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申 問町住民課住民係（窓口①）�０１３６－５６－８００７

○子供が生まれたとき

○死亡したとき

　日本には家族の続柄、氏名、年齢などの身分関係を登録し、公に証明す
る戸籍制度があります。出生、死亡、結婚などの際、届け出ることが戸籍
法で定められています。
　日本に居住する外国人も、戸籍法の規定に基づく届け出が必要です。
　入国管理局や所属国の大使館、領事館にも報告してください。

戸籍法に基づく届け出－出生、死亡、結婚、離婚のとき

申＝申し込み・申請先／問＝問い合わせ先／�＝電話番号／内＝内線

必 要 な 書 類届 け 出 期 間
・医師か助産師の出生証明書、母子手
帳、届け出人の印鑑かサイン
・両親（外国人の場合）の外国人登録
証明書とパスポート

出生から１４日以内出 生 届

７ページ「外国人登録」をご覧ください。
※所属国の在日大使館や領事館にも出
生届を出してください。

出生から６０日以内
外国人登録の新規登録
※外国籍の人が日本在住中
に子供を出産した場合

必 要 な 書 類届 け 出 期 間
医師の死亡診断書、届け出人の印
鑑かサイン死亡から 7日以内死 亡 届

死亡から 14日以
内

外国人登録証明書
（カード）の返却

※外国籍の人が死亡した場合
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